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１．基本認識 

 東日本大震災は、被害が広範に及ぶだけでなく、津波に加え原子力施設が影響を受

け非常に憂慮される状況が続いており、被害を受けた組合員の方々に対し、心から哀

悼の意を表するとともに、生活衛生関係営業者（以下、「営業者」という。）、生活

衛生同業組合（以下、「組合」という。）及び生活衛生同業組合連合会（以下、「連

合会」という。）が協力しあって被災地域を中心に支援を行う必要がある。 

 とりわけ、発電施設の損壊による電力制約が継続し、節電の取り組みが拡がるなか、

生活衛生関係営業の社会的責任として数年にわたり節電の徹底を図っていくことが求

められており、このような状況の下、当分科会として、生活衛生関係営業の節電行動

の徹底を図るための基本的な考え方について、以下のとおりとりまとめた。  

２．節電行動による使用電力の抑制 

（１）営業者に期待される役割 

空調・照明設備等に係る節電や従業員・顧客に対する節電啓発、中長期の節電

に資する省エネルギー対応の設備の導入等の具体的取組を含む自主的な計画（以

下、「節電行動計画」という。）を営業者が策定・公表することで、使用電力の

抑制に向けた取り組みを行うこと。 

なお、節電行動計画等に基づき具体的に取り組む例は下記のとおり。 

  ①空調・照明設備等に係る節電 

・従来型蛍光灯を高効率蛍光灯やＬＥＤ照明に交換 

・使用していないエリアの空調の停止 
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・空調フィルターの定期的交換 

・日射を遮るため、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれ、緑のカー 

テンを活用 

・使用していない機器のプラグを抜く 

  ②従業員・顧客に対する節電啓発 

・店舗（施設）全体の節電目標と具体策について従業員・顧客へ理解と協力

を求める 

・従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う 

  ③中長期の節電に資する省エネルギー対応の設備の導入 

 店舗（施設）の改修、機器の購入及び更新に際しては、以下の項目の設備

の導入についても配慮すること。 

・省エネルギー対応の冷凍・冷蔵設備の導入 

・営業車にクリーンエネルギー自動車（ハイブリッド自動車等）の導入 

・人感センサー、ＬＥＤ照明等の導入 

・二重窓、遮光シート等断熱・日射遮蔽性の高い建具、ガラス等の導入 

・太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入 

・自家発電用設備の導入 

・節電・非常用需要に対応する蓄電設備 

・ガス冷房、氷蓄熱システム等の電力負荷平準化に資する設備の導入 

（２）組合及び連合会に期待される役割 

組合及び連合会においては、営業者が具体的な節電行動を行えるよう、都道府

県生活衛生営業指導センターや地域の自治体等と連携しながら、啓発活動や節電

行動計画の作成に対する支援、個別訪問等を通じた具体的取組方法等についての

情報提供、協力依頼などに積極的に取り組むこと。 

また、節電につながる共同工場や共同営業施設、共同蓄電設備などの共同利用

施設の設置が可能な場合には、積極的に活用するよう努めること。 

さらに、営業者を対象とした説明会等を開催し、積極的な取組を呼びかけるこ

とで、節電意識の喚起、定着に努めること。 

（３）政府に期待される役割 



政府においては、営業者、組合及び連合会が取り組みを行えるよう、時宜に即 

した対応と情報提供を積極的に行うこと。 

３．新たな需要の取り込み 

 家庭での節電意識の高まりや節電行動の一環として企業が営業時間の短縮・シフト、

夏期休業の設定・延長等に取り組む例が増加するなか、以下に掲げる新たな消費需要

に対応した商品・サービスの開発・提供に努めることで、大震災がもたらした需要面

の影響を緩和し、営業活動の活性化を図ること。 

（１）「アフター４」販促の実施 

サマータイムの導入などで従来より早く仕事を終える会社員らを顧客ターゲ

ットとして、夕方の時間帯の商品・サービス価格を割引くなどし、顧客の増加に

つなげること。 

（２）「節電商品」の提供 

家庭での消費電力削減に寄与する商品に関心が高まるなか、家庭で電気を使わ

ないという視点で新たな商品の開発・提供を行い、顧客の増加につなげること。 

 （例）家庭での消費電力削減に資する長期滞在型商品の開発・提供 

 

４．今後の取組について 

 今後の電力需給状況については、エネルギー政策の動向にもよるところであるが、

計画停電など電力制約により東日本大震災からの復興と経済活動の妨げ、衛生水準の

低下につながることのないよう、日々対応できる省エネルギーの着実な推進を図るこ

とが必要である。 

 その際は、短期的な節電行動としての取り組みに終わらせるのではなく、経営の合

理的と可能な場合には、新たな需要（ビジネス機会）の取り込みに資する形で省エネ

ルギーを継続的に進めていくことが重要である。 

 なお、電力需給の状況については、今後、変化することも有り得ることから、必要

に応じて本内容の再検討を行い、継続的に見直していくものとする。 

 

 


